
⑵側性のある臓器⼀覧

2023年6⽉6⽇現在

側性選択の判断基準、側性のある臓器⼀覧、全国がん登録に関する関連サイトを1枚にまとめました。全
国がん登録届出票作成時にぜひご活⽤下さい。

全国がん登録に関する参考資料

C74.0-C74.9 副腎

C09.8 扁桃の境界部病巣
C09.9

C75.4 頸動脈⼩体C44.3 その他及び部位不明の顔⾯の⽪膚
C44.2 ⽿及び外⽿道の⽪膚

C31.0 上顎洞

C40.0 上肢の⻑⾻、肩甲⾻及びその関節
C40.1

側性 側性選択の際の判断基準

C65.9 腎盂
C66.9 尿管
C69.0-C69.9 眼及び付属器

C63.0 精巣上体
C63.1 精索
C64.9 腎,NOS

C56.9 卵巣
C34.0 主気管⽀

C62.0-C62.9 精巣

上肢及び肩の結合組織、⽪下組織及び
その他の軟部組織

C49.2

⿐腔（⿐,NOS C76.0を除く）
C30.1

⑴側性コード

1.右
2.左

7.側性なし

ICD-O-3
局在コード

局在の和名
ICD-O-3

局在コード
局在の和名

9.不明

「⑵側性のある臓器⼀覧」にある臓器（局在コード）にのみ使⽤可
「⑵側性のある臓器⼀覧」にある臓器（局在コード）にのみ使⽤可

「⑵側性のある臓器⼀覧」にない臓器（局在コード）にのみ使⽤可（原発部位不明も含む）
「⑵側性のある臓器⼀覧」にある臓器（局在コード）にのみ使⽤可

※『⑨原発部位』に⾃動で付与された局在コードが「⑵側性のある臓器⼀覧」にない場合、たとえカルテに左右の記載があったと
しても、側性のない場合の側性コードである「7.側性なし」を選択してください。

3.両側
次の場合のみ使⽤可︓両側卵巣に発⽣した同じ組織形態の卵巣腫瘍
          両側腎臓に発⽣した腎芽腫
          両側網膜に発⽣した網膜芽細胞腫

C47.2
下肢及び股関節部の末梢神経及び⾃律
神経系

C49.1
C30.0

C41.4 ⾻盤⾻、仙⾻、尾⾻及びその関節
C44.1 眼瞼の⽪膚

C40.2 下肢の⻑⾻及びその関節
C40.3 下肢の短⾻
C41.3 肋⾻、胸⾻、鎖⾻及びその関節

C57.0 卵管

前頭洞

中⽿

C34.1-C34.9 肺

下肢及び股関節部の結合組織、⽪下組
織及びその他の軟部組織

C50.0-C50.9 乳房（乳房の⽪膚 C44.5を除く）
C31.2

上肢の短⾻及びその関節

体幹の⽪膚
C44.6C08.0

C08.1
顎下腺
⾆下腺

C09.0 扁桃窩

C07.9 ⽿下腺 C44.5

C44.7 下肢及び股関節部の⽪膚
上肢及び肩の⽪膚

C38.4 胸膜,NOS

上肢及び肩の末梢神経及び⾃律神経系C47.1
C09.1 扁桃⼝蓋⼸

扁桃,NOS



「がん登録オンラインシステム」「電⼦届出票ダウンロード」「Hos-CanR Liteの提供」についてはこちら

https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/can_reg/national/hospital/index.html

⑶全国がん登録関連サイト

広島県がん登録室で毎年開催している「全国がん登録実務者研修会」の専⽤ページ

■がん情報サービス＞全国がん登録＞病院・診療所向け情報（国⽴がん研究センター）

・全国がん登録の届出（医療機関のみなさまへ）

「1.届出の必要な医療機関」「2.診療所の指定」「3.届出の時期」「4.届出⽅法」「5.届出先」
「6.問い合わせ先」

・全国がん登録実務者研修会

・がん登録情報の提供

・国際疾病分類腫瘍学第3.2版（ICD-O-3.2） ★ダウンロード推奨
全国がん登録では2023年1⽉11⽇より、ICD-O-3.1からICD-O-3.2へ完全移⾏しました
*局在はICD-O-3.1を使⽤ **ICD-O-3.1で登録された形態コードはICD-O-3.2へ⾃動変換されます

・全国がん登録とは
・全国がん登録 広島県がん情報集計報告書（平成28年度〜令和元年度報告書、2023年6⽉時点）

進展度とUICC TNM分類の対応表

・全国がん登録 届出マニュアル ★ダウンロード推奨（更新があるため、定期的にご確認下さい）

・全国がん登録への届出

・全国がん登録に関するQ＆A

■院内がん登録⽀援＞学ぶ、調べる（国⽴がん研究センター）

■広島がんネット＞全国がん登録（広島県ホームページ）

部位毎の詳細テキスト
「1.概要」「2.解剖」「3.亜部位と局在コード」「4.形態コード」「5.病期分類と進展度」
「6.診断・検査」「7.治療」「8.略語⼀覧」

https://ctr-info.ncc.go.jp/hcr_info/learn/

「届出の対象と⽅法」「届出項⽬について」「死亡者新規がん情報（遡り調査）に関する通知に基づく届出」
「法令集」

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/taisaku-gantouroku-zenkoku.html

よくある質問と回答をまとめたサイト（例︓届出病院などについて、届出内容について…）

・部位別テキスト ★ダウンロード推奨

・UICC TNM分類第8版準拠 がんの拡がりと進⾏度 ★ダウンロード推奨

・全国がん登録 広島県がん情報管理要領



■剖検発⾒、セカンドオピニオン
例）治療施設︓剖検発⾒のため「8.その他」

■原発部位不明（⼤体の場所が分かればご⼊⼒ください）
例）腹部に⼀塊の腫瘍あり 原発は不明

■紹介元、紹介先
例）紹介元︓A病院、紹介先︓B病院

（4）備考欄にご⼊⼒いただきたいこと

■当該がんの詳細な部位
例）詳細部位︓上顎⻭⾁（C03.0）

■当該がんの詳細な病理診断名
例）病理診断︓⾼分化管状腺癌tub1（8211/21）

■住所（診断時住所以外の住所、詳細住所がわからない場合、その他）
例）新住所︓広島市○○区○○△番□□号

■死亡⽇、死亡施設に関すること
例）紹介先C病院より20XX年〇⽉✕⽇死亡と報告あり

■届出票（⽒名）に⼊⼒できない漢字の詳細
例）⽒︓⾼橋の⾼は⼾籍統⼀⽂字番号513280

■旧姓、通名
例）旧姓︓⽐治⼭

※1 「崎の⼤が⽴」等説明できる漢字は説明にてご記⼊いただいてもかまいません

■既往のがんに関すること
例）2015年に肺がんの既往歴あり

※2 ⽒名に⼊⼒できない漢字がある場合、常⽤漢字・⼈名⽤漢字を⽤いて必ず⼊⼒できる漢字を仮⼊⼒して下さい

例）住所情報はこれのみ
例）広島市以下不明、等

例）○○と〇〇のいずれかが原発、等


